
個
凸
Ｕ
ｐ
－
ｑ
。
■
ひ
Ｐ
Ｏ
Ｇ
ら
Ｐ
Ｄ
Ｄ
■
■
》
ａ
０
ｄ
甲
ｑ
■
■
Ｅ
守
■
■
〃
Ｕ
８
４
ｎ
ａ
Ｆ
ワ
ロ
Ｉ
■
β
■
■
■
ｒ
ａ
Ｄ
Ｂ

六
法
律
案
又
は
政
令
案
の
閣
議
請
議
に
際
し
て
の
要
綱
等
の
記
載
要
領
に
つ
い
て

法
律
案
及
び
政
令
案
の
要
綱
等
の
記
載
要
領
に
つ
い
て

２
参
照
条
文
に
つ
い
て

別
紙

法
律
案
又
は
政
令
案
の
閣
議
請
議
に
際
し
て
の
要
綱
等
の
記
載
要
領
に
つ
い
て

１
法
律
案
（
又
は
政
令
案
）
要
綱
に
つ
い
て

へへ

新旧
一一 法

律
案
又
は
政
令
案
の
閣
議
請
議
に
お
い
て
添
付
さ
れ
る
法
律
案
（
又
は
政
令
案
）
要
綱
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
そ
の
要

綱
を
見
る
限
り
、
法
律
案
（
又
は
政
令
案
）
本
文
の
い
ず
れ
の
条
項
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
判
別
し
が
た
い
場
合
も
あ

っ
た
の
で
、
今
後
は
要
綱
の
各
号
ご
と
に
、
末
尾
に
か
つ
こ
書
き
で
法
律
案
（
又
は
政
令
案
）
の
第
何
条
関
係
の
も
の
で
あ

る
か
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
別
紙
参
考
を
参
照
の
こ
と
）

法
律
の
施
行
期
日
が
そ
の
公
布
の
日
か
ら
一
定
の
期
間
の
範
囲
内
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法

律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
の
閣
議
請
議
に
際
し
て
は
、
そ
の
起
算
日
を
明
確
に
す
る
た
め
、
添
付
資
料
で
あ
る
参
照

条
文
に
お
い
て
法
律
の
題
名
に
下
記
の
と
お
り
公
布
の
月
日
ま
で
記
入
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四
事
務
処
理
要
領
編
三
一
三

助
に
ま
か
せ
て
法
律
に
規
定
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３
閣
議
決
定
３
に
該
当
し
な
い
補
助
金
に
つ
い
て
規
定
の
新
設
又
は
改
正
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
法
律
の
他
の
規
．

定
又
は
改
正
し
よ
う
と
す
る
従
前
の
規
定
に
『
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
既
存
の
規
定
に
つ

い
て
国
の
分
任
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
な
い
と
、
今
回
の
新
設
の
規
定
の
趣
旨
と
の
間
に
権
衡
を
失
し
、
又
は
改
正

に
係
る
補
助
金
の
本
旨
を
的
確
に
表
現
し
得
ず
、
右
閣
議
決
定
に
よ
り
立
法
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
助
成
的
補
助
金
と

ま
ぎ
ら
わ
し
い
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
２
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
既
存
の
規
定
の
文
言
を
「
補
助
す
る
」
又
は
「
補
助
す
る
も

の
と
す
る
」
と
改
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
別
途
協

議
し
て
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

標
記
に
つ
い
て
審
査
事
務
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
別
紙
要
領
で
進
め
ら
れ
る
よ
う
お
取
り
計
ら
い
願
い
ま
す
。

Ｑ

な
お
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
内
閣
法
制
局
と
も
連
絡
済
み
で
あ
り
ま
す
。

（
参
考
）

記

．
．
…
に
関
す
る
法
律

．
…
・
に
関
す
る
法
律

関
係
で
あ
る
か
を
明
示
す
る
こ
と
。

二
簡
単
な
内
容
の
法
律
（
又
は
政
令
）
で
要
綱
が
一
事
項
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
（
例
え
ば
、
竺

等
）
に
つ
い
て
は
、
上
記
表
示
は
必
要
と
し
な
い
こ
と
。

三
要
綱
の
項
目
に
「
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
な
う
こ
と
。
」
又
は
「
そ
の
他
関
係
規
定
の
整
備

れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
と
き
に
は
同
じ
く
条
文
表
示
は
必
要
と
し
な
い
こ
と
。

「
そ
の
他
関
係
規
定
の
整
備

法

法
律
又
は
政
令
の
閣
議
請
議
に
添
付
す
る
要
綱
に
付
記
す
べ
き
具
体
例

一
要
綱
は
二
以
上
の
事
項
を
掲
げ
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
の
末
尾
に
か
っ
こ
書
き
で
、
法
律
案
（
又
は
政
令
案
）
の
第
何
条

第
四
事
務
処
理
要
領
編
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日
法
律
第

を
行
な
う
こ
と
。
」

号
）
抄

律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
閣
第
一
九
九
号

昭
和
四
七
年
九
月
八
日

内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
室

首
席
内
閣
参
事
官

（
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三
九
・
一
・
一
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原
文
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き
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具
体
例

始
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
て
指
定
し
た
と
き
は
、
公
団
は
、
当
該
区
間
の
一
部
に
係
る
鉄
道
施
設
等
を
譲
渡
し
、

又
は
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
○
○
条
関
係
）

第
四
地
方
鉄
道
の
鉄
道
施
設
等
の
譲
渡
価
額
又
は
引
渡
価
額
は
、
建
設
費
又
は
大
改
良
費
の
う
ち
公
団
が
負
担
し
た
額
と

す
る
こ
と
。
（
第
○
○
条
関
係
）

第
五
地
方
鉄
道
の
鉄
道
施
設
等
を
譲
渡
し
、
又
は
引
き
渡
す
場
合
に
お
け
る
対
価
は
、

払
期
間
と
す
る
割
賦
支
払
の
方
法
に
よ
り
支
払
う
べ
き
も
の
と
し
、
そ
の
支
払
額
は
、

（
第
○
○
条
関
係
）

こ
と
。
（
第
○
○
条
湊
係
）

一
当
該
鉄
道
施
設
等
の
譲
渡
価
額
又
は
引
渡
価
額
を
元
本
と
す
る
元
利
均
等
半
年
賦
支
払
の
方
法
に
よ
る
元
利
支
払
額

二
当
該
運
輸
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
内
の
当
該
鉄
道
施
設
等
に
係
る
鉄
道
建
設
債
券
に
係
る
債
券
発
行
費
及
び
債
券
発

行
差
金
並
び
に
管
理
費
の
合
計
額

第
六
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
な
う
こ
と
．

（
第
○
○
条
関
係
）

日
本
鉄
道
建
設
公
団
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一
日
本
鉄
道
建
設
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
が
地
方
鉄
道
の
鉄
道
施
設
等
の
建
設
又
は
大
改
良
を
行
な
う
こ

と
が
で
き
る
大
都
市
圏
に
係
る
大
都
市
は
、
東
京
都
、
大
阪
市
及
び
名
古
屋
市
と
す
る
こ
と
。
（
第
○
○
条
関
係
）

第
二
公
団
が
行
な
う
大
改
良
と
は
、
本
線
路
が
複
線
で
あ
る
地
方
鉄
道
又
は
軌
道
を
本
線
路
が
四
線
で
あ
る
地
方
鉄
道
又

は
軌
道
と
す
る
た
め
の
改
良
と
す
る
こ
と
。
（
第
○
○
条
関
係
）

第
一
二
地
方
鉄
道
の
鉄
道
施
設
等
の
譲
渡
又
は
引
渡
し
は
、
工
事
実
施
計
画
に
お
い
て
建
設
又
は
大
改
良
を
行
な
う
こ
と
が

定
め
ら
れ
た
区
間
ご
と
に
行
な
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
区
間
の
一
部
に
つ
い
て
は
運
輸
大
臣
が
営
業
を
開

建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

管
工
事
の
施
工
技
術
の
向
上
を
図
る
た
め
、
管
工
事
施
工
管
理
に
関
す
る
技
術
検
定
を
行
な
う
も
の
（
第
○
○
条
関
係
）

と
し
、
こ
れ
に
必
要
な
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

直
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
特
殊
法
人
登
記
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を

一

■
■
■
■
■
ｐ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ロ
グ
■
白
■
■
ｆ
０
■
Ｕ
１
日
Ｄ
ｂ
Ｕ
Ｃ
ｑ
■
■
■
■
Ｕ
■
■
０
皇
■
■
■
■
■
■
０
９
・
■
日
。
■
■
ｑ
も
■
■
９
■
■
《
■
■
■
■
Ｂ
Ｒ
ｒ

特
殊
法
人
登
記
令
の
一
部
改
正

軽
自
動
車
検
査
協
会
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
特
殊
法
人
登
記
令
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
○
○
条
関
係
）

二
三
五

第
四
事
務
処
理
要
領
編

七
以
上
の
よ
う
に
法
律
案
（
又
は
政
令
案
）
と
要
綱
と
を
関
連
づ
け
て
、
要
綱
を
判
か
り
易
く
す
る
の
が
今
回
の
趣
旨
で
あ
る
の

で
、
か
つ
こ
書
き
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
要
綱
が
判
か
り
に
く
く
な
る
よ
う
な
こ
と
は
避
け
る
こ
と
。

五
要
綱
が
一
項
だ
け
に
ま
と
め
て
あ
る
場
合
で
も
、
実
際
に
は
、
「
・
…
：
…
す
る
こ
と
。
：
…
：
：
す
る
こ
と
。
」
な
ど
の
よ
う
に
改

正
点
を
二
以
上
含
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
「
…
…
…
す
る
こ
と
。
」
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
か
つ
こ
書
き
で

法
律
案
（
又
は
政
令
案
）
の
第
何
条
関
係
で
あ
る
か
を
明
示
す
る
こ
と
。

六
同
時
に
二
以
上
の
法
律
（
又
は
政
令
）
の
一
部
改
正
を
行
な
う
場
合
で
、
例
え
ば
「
…
…
…
に
関
す
る
法
律
（
又
は
政
令
）
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
又
は
政
令
）
」
等
の
形
式
で
請
議
す
る
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
法
律
（
又
は
政
令
）
名
を
表
示
し

第
四
事
務
処
理
要
領
編
三
一
面

四
要
綱
の
一
事
項
に
関
係
し
て
（
）
内
の
本
文
関
係
条
文
が
多
数
に
及
ぶ
場
合
に
は
、
「
（
第
○
条
～
第
○
条
ご
等
の
簡
略
な

て
要
綱
を
列
記
す
る
こ
と
。

記
入
を
す
る
こ
と
。
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■
■
■
８
，
■
区
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｉ
■
巳
ワ
６
８
■
８
日
〃
■
■
ご
ｇ
Ｉ
Ｈ
ｇ
Ｕ
１
■
■
Ｕ
■
８
７
６
日
■
Ｑ
２
■
。
■
■
Ｃ
Ｏ
《
■
。
■
■

■
、
１

▲００Ｆ１

１
．
１
・
Ｉ
，

●
●
：
：
ｉ
Ｉ
●
１
塁
Ｉ
．
！
●
，
１
１
１
！
‘
●
’
１
・
’
１
◇
１
０
１
１
１
．
．
．
：
・
・
肘
０
能
碓
Ｍ
１
．
１
１
１
．
，
△
．
ｉ
・
Ｉ
’
Ⅲ
ｉ
鮎
川
ｉ
ｉ
旧
咄
い
Ｉ
稚
い
肌
ｉ
・
ｉ
朏
洲
肺
朏
●
川
：
雨
．
；
・
：

咽
那
別
Ⅷ
鋤
剛
い
い
禰
趾
砿
ふ
い
卯
碓
峨
恥
服
賊
Ⅶ
椰
雅
恥
釘
Ｍ
服
肪
川
邪
肌
刈
鵬
談
船
腓
催
舳
Ⅱ
川
鍋
側
吋
別
Ⅶ
Ⅱ
乃
仙
叫
岫
呵
馴
堀
切
如
弗
駅
Ⅷ
側
泗
側
切
偲
４
５
Ｆ
３
月
Ｂ
ｂ
０
８
ｔ
８
ｌ
Ｂ
８
Ⅱ
３
０
１
１
１
０
１
Ⅱ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
８
Ｈ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
１
０
１
１
１
１

‐

ｌ

卜

０

Ｉ
Ｂ
Ｐ
‐
ｈ

０
，

副
●
。
■
９
．
も
ｑ
ｆ
０
ｏ
』
ｄ
Ｆ
ｂ
ｏ
Ｄ
Ｄ
ａ

００

４
・０

“

運
輸
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
を
支

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る

０
５
０
０
■
■
ｑ
Ｔ
Ｂ
０

１
Ｊ
Ｌ
Ｇ
０
ｇ
も
０
０
■
■
■
■
６

０
Ｊ
９
０
●
●
画
■
■
ぬ
■
■
、
９
０
０
■
Ｆ
■
Ｐ
』
合
口
■
０
４
日
７
？
Ｏ
８
ｂ
Ｑ
Ｇ
ｑ
凸
■
■
８
９

｜
｜

脳
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１
１
１
１

七
事
務
次
官
等
会
議
に
提
出
す
る
法
律
案
及
び
政
令
案
に
添
付
す
る
新
旧
対
照
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
（
原
文
横
書
き
）

標
記
に
つ
い
て
は
、

別
紙
例
の
と
お
り
統
一

（
別
紙
）

例
仙
○
○
○
○
法
（
政
令
）
案
新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
要
綱

郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
九
士
一
号
）
の
施
行
期
日
を
昭
和
四
十
七
年
七
月
一

日
と
す
る
こ
と
。

－

軽
自
動
車
検
査
協
会
に
関
す
る
事
務
は
、
自
動
車
局
整
備
部
車
両
課
に
お
い
て
行
な
う
こ
と
と
す
る
夫
第
○
○
条
関
係
）

三
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正

退
職
し
て
軽
自
動
車
検
査
協
会
の
職
員
と
な
り
、
再
び
復
帰
し
て
国
家
公
務
員
と
な
っ
た
者
が
退
職
す
る
場
合
の
退
職

手
当
の
算
定
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
○
○
条
関
係
）

四
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正

再
び
復
帰
し
て
国
家
公
務
員
と
な
る
予
定
で
、
退
職
し
て
軽
自
動
車
検
査
協
会
の
職
員
と
な
る
国
家
公
務
員
に
対
す
る

当
該
退
職
に
係
る
長
期
給
付
に
つ
い
て
特
例
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
○
○
条
関
係
）

第
四
事
務
処
理
要
領
編

二
運
輸
省
組
織
令
の
一
部
改
正

広
島
市
、
松
土

附
則

こ
の
法
律
は
、 松

山

郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
参
照
条
文

○
郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
六
月
二
士
一
百
法
律
第
九
士
喜
）

郵
政
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
一
言
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

地
方
郵
政
監
察
局
は
東
京
都
、
長
野
市
、
名
古
屋
市
、
金
沢
市
、
大
阪
市
、
広
島
市
、
松
山
市
、
熊
本
市
、
仙
台
市
及

び
札
幌
市
に
そ
れ
ぞ
れ
一
局
を
置
き
、
地
方
郵
政
局
は
東
京
都
に
二
局
を
、
長
野
市
、
名
古
屋
市
、
金
沢
市
、
大
阪
市
、

勺
口
■
９
■
■
■
Ｄ
ｑ
ｑ
ｄ
▽
ｌ
Ｈ
ｑ
ｆ
■
■
●

ｒ

ｄ
０

２口９．凸Ⅲ第
四
事
務
処
理
要
領
編

閲
は
改
正
条
寸

市
、
熊
本
市
、
仙
台
市
及
び
札
幌
市
に
そ
れ
ぞ
れ
一
局
を
置
く
。

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

■
Ｕ

七
甘
Ｆ
０

首
席
内
閣
参
事
官

従
来
各
省
庁
ご
と
に
、
上
欄
、
下
欄
が
逆
の
場
合
な
ど
記
載
方
法
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を

い
た
し
た
い
の
で
、
協
力
方
お
取
り
計
ら
い
願
い
ま
す
。

で
○
夕
日
置
Ｐ
巳
々
一
ｑ
Ｔ
Ｕ
で
里
挫
包
〃
ひ
日
分
Ⅱ
、
■
Ｅ
ｒ
Ｄ
ｐ
Ｕ
Ｔ
ｑ
■
？
■
０
１
■
●
ｑ
■
■
８
６
寺

■
■
■
９
▲
■
９
日
■
■
■
■
凸
■
Ｆ
▼
８
６
■
Ｇ
■
巳
二
■
■
ｑ
■
ｑ
◆
の
Ｄ
Ｇ
ｒ
ｑ
ｂ
ｒ
Ｂ
■
ザ

一

累
斗
Ｊ
回
昴
二
ｊ
累
不
６

1

内
閣
閣
第
二
五
九
号

昭
和
四
七
年
二
月
七
日

内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
室七

一
二
一
エ
ハ

－

麹幽

改
正

案

現

行


